
議員提出議案第１号  

豊中市議会事務局条例の一部を改正する条例の設  

定について  

 豊中市議会事務局条例の一部を改正する条例を次のように設

定するものとする。  

 

  令和４年（２０２２年）２月２４日提出                 

 

                豊中市議会議員   

 

坂  口  福  美  

 

三  原  和  人  

 

石  原  準  司  

 

木  村    真  

 

沢  村  美  香  

 

藤  田  浩  史  

 

井  本  博  一  

 

宮  地  和  夫  

 

五  十  川  和  洋  

 

（提案理由）  

 市議会事務局職員の定数を改正するため，提案するものであ

る。  



豊中市条例第  号 

豊中市議会事務局条例の一部を改正する条例 

豊中市議会事務局条例（昭和２７年豊中市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第３条 事務局職員の定数は，１３人とする。 第３条 事務局職員の定数は，１４人とする。 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 


